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2024 年２月 22 日 

大日本塗料株式会社 

  



2024 年２月 22 日 

 

吸収合併に係る事前開示事項 

 

大阪市中央区南船場１丁目 18 番 11 号 

大日本塗料株式会社 

代表取締役社長 里 隆幸 

 

当社は、2024 年１月 31 日付でジャパンパウダー塗料製造株式会社（以下「ＪＰＣＭ」と

いいます）との間で締結した吸収合併契約書に基づき、2024 年４月１日を効力発生日とし

て、当社を吸収合併存続会社、ＪＰＣＭを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」

といいます）を行うこととしました。 

 本合併に関し、会社法 794 条第１項及び同法施行規則第 191 条に定める事項は下記のと

おりです。 

 

記 

 

１．吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

  別紙 1 のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第１号） 

ＪＰＣＭは当社の完全子会社であることから、当社は本合併に際して株式その他の金

銭等の交付は行わないこととしました。 

 

３．新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社に関する事項（会社法施行規則第 191 条第３号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

  



（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

ＪＰＣＭは、2023 年４月 27 日付で久保孝ペイント株式会社が保有するＪＰＣＭ

の全株式 4,900 株を取得しております。 

これにより、当社はＪＰＣＭを完全子会社化しております。 

 

５．吸収合併存続会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第

191 条第５号） 

該当事項はありません。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関 

する事項（会社法施行規則第 191 条第６号） 

本合併の効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれ

ます。また、本合併の効力発生日以後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況につ

いて、当社の債務の履行に支障を及ぼす事態は、現在のところ予測されておりません。 

したがいまして、本合併の効力発生日後における当社の債務について、履行の見込みが

あるものと判断いたします。 

 

 

以上 



合併契約書 

 

大日本塗料株式会社（以下「甲」という）とジャパンパウダー塗料製造株式会社（以下「乙」

という）とは、以下のとおり合併契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第１条（存続会社及び消滅会社） 

１ 甲と乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併」

という）し、甲が乙の権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。 

 ２ 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、次のとおりである。 

   吸収合併存続会社（甲） 

    商号 大日本塗料株式会社 

    住所 大阪市中央区南船場１丁目１８番１１号 

   吸収合併消滅会社（乙） 

    商号 ジャパンパウダー塗料製造株式会社 

    住所 愛知県小牧市大字三ツ渕字西之門８７８番地 

 

第２条（無対価合併） 

本合併は、完全親会社である甲と完全子会社である乙との合併であることから、無対価

合併とし、甲は、本合併に際し、乙の株主に対してその有する株式に代わる金銭等を交

付しないものとし、乙の株式は、効力発生日に消滅することとする。 

 

第３条（増加すべき資本金及び準備金等） 

本件は無対価合併につき、本合併により甲の資本金及び準備金の額は増加しない。 

 

第４条（合併の効力発生日） 

本合併の効力発生日は２０２４年４月１日とする。ただし、合併手続の進行上必要があ

る場合、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。 

 

第５条（権利義務全部の承継） 

甲は、効力発生日において、乙の資産及び負債その他一切の権利義務を承継する。 

 

第６条（合併承認） 

１ 甲及び乙は、本合併は、甲にとって簡易合併、乙にとって略式合併の要件を満たすこ

とを相互に確認する。 

２ 甲及び乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ本契約の承認及び本合併に必要な事

項に関する機関決定を行うものとする。 

【別紙１】



第７条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意をもってその業

務の執行及び財産の管理、運営を行い、その重要な財産又は権利義務に重大な影響を及ぼ

す行為については、あらかじめ甲及び乙が協議の上、これを行う。 

 

第８条（条件の変更、解除） 

甲又は乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでに、天災地変その他の事由により、甲

又は乙の資産、負債、経営の状況など本契約締結の前提となる事情に重大な変動が生じた

とき、又は隠れたる重大な瑕疵があったことが発覚したときは、甲乙協議の上、本契約の

条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第９条（本契約の効力） 

本契約は、第６条第２項に定める甲及び乙の適法な機関決定並びに法令に定める関係

官庁等の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第１０条（誠実協議） 

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、甲及び乙は、

誠意をもって協議し速やかに解決をはかるものとする。 

 

 

本契約締結の証として本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が保管し、その写しを乙が

保有する。 

 

 

 

２０２４年１月３１日 

 

甲：大阪市中央区南船場１丁目１８番１１号 

大日本塗料株式会社 

代表取締役社長 里 隆幸 

 

 

乙：愛知県小牧市大字三ツ渕字西之門８７８番地 

ジャパンパウダー塗料製造株式会社 

代表取締役社長 山口 貴司 



【別紙２】
























